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石川県警察本部長から部課署長あて

検視等に従事する警察官の士気高揚を図り、適正な検視業務を推進するため、死

体の取扱いに対する賞揚制度を実施しているところであるが、本制度の適正かつ効

果的な運用に努められたい。

記

１ 賞揚制度の目的

検視等は、捜査活動の一環としての証拠保全、その死因が犯罪に起因するか否

かの判断及び身元確認と遺族への説明や遺体の引き渡し等、警察業務には欠かせ

ない重要な業務である。

しかも、病死や事故死等を偽装した殺人事件等の犯罪死見逃し事案が未だに全

国的に散見され、検視等にあたっては、遺族感情に配意しながらも、綿密な死体

観察と徹底した環境捜査等が要求されている。

さらに検視等は、疫病等感染の危険性が伴い、また腐敗臭等の劣悪な条件下で

行われることもあるため、検視等従事者の精神的、肉体的な負担は大きいものが

ある。

このため、検視等の実績が優秀である警察官を賞揚することにより、その士気

高揚を図り、より適正な検視業務を推進し、もって事件に強い警察を確立するも

のである。

２ 評価対象者

県下警察署で勤務する警部補以下の警察官で、死体の検視等を行った者及び同

補助者

３ 表彰種別

死体の取扱実績に応じて、別表１「表彰種別」に定める表彰を授与するものと

する。

４ 評価要領

検視官室において、評価対象者が年間（１月１日から12月31日までの間）に取

り扱った死体を別表２「取扱死体の評価区分」に定める基準に従って点数評価し、

高点数に達した者について、死体・現場観察、環境捜査、遺族対応等の実施状況

を審査し、総合的に評価するものとする。

５ 表彰上申

捜査第一課長は、表彰種別に応じて警察本部長または刑事部長に表彰上申する

ものとする。

６ 随時表彰



検視等を通じて、犯罪死の見逃し防止や身元不明死体の身元割出し等に功労

があったと認められる者についても、その都度、表彰するものとする。



別表１

表 彰 種 別

表 彰 種 別 功 労 内 容

○ 年間を通じて、多数の検視等に積極的に従事し、犯

罪死の見逃し防止に努め、適正な検視業務を遂行した

本 部 長 賞 誉 成績が極めて優秀である者

○ 犯罪死の見逃し防止等に多大な功労があったと認め

られる者

○ 年間を通じて、多数の検視等に積極的に従事し、犯

罪死の見逃し防止に努め、適正な検視業務を遂行した

刑 事 部 長 内 賞 成績が優秀である者

○ 犯罪死の見逃し防止等に功労があったと認められる

者

○ 年間を通じて、多数の検視等に積極的に従事し、犯

罪死の見逃し防止に努め、適正な検視業務を遂行した

捜査第一課長賞 成績が良好である者

○ 身元不明死体の身元割出し等に功労があったと認め

られる者



別表２

取 扱 死 体 の 評 価 区 分

（死体種別による基本点数）

種 別 区 分 点 数

Ａ 死 体 ○ 蛆等が多数付着した死体または極めて強い悪臭を放 ３点

つなどの高度腐敗死体

○ 轢死体、焼死体または臓器や人骨を露呈するなどの

Ｂ 死 体 損傷の著しい死体 ２点

○ 高度腐敗死体に該当しないが、比較的軽度な悪臭を

放つ死体

Ｃ 死 体 ○ 上記のいずれの死体にも該当しない死体 １点

（従事内容による付加点数）

種 別 区 分 点 数

Ａ 従 事 犯罪死体の検証官（実況見分官） ５点

Ｂ 従 事 解剖立会 ４点


